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 勝瀬小は現在、運動会の練習真っ盛りです。子供たちの応援合戦やダンス・組体操の練習の盛り上

がりはもちろんの事、職員室でも、どうしたら学年種目がうまくいくのか…そんな、話題が聞こえて

きます。今年のスローガンは「一致団結して、全力で心を燃やせ !！」です。まさに、児童と教職員が

一致団結して運動会を大成功させようとする「熱」が学校全体に広がっています。また、PTA 助っ人

団が中心となり、草むしり等の環境整備から、運動会への意気込みをカードに書いて掲示した「運動

会の花」の作成等、保護者の皆様の「熱」も勝瀬小の運動会のすばらしさですね。  

本番は１１月２日（土）、様々な面から応援をお願いいたします！  

 運動会の練習に向けても、人権教育「自分と、まわりの人を大切に思う」のスローガンを意識して

お話朝会では、こんな話をしました。  

運動会の練習が本格的になってきましたね。一つ一つの練習にしっかりと目標をもって、学年、

学級で協力して大成功させましょうね。10 月 1 日には 5，6 年生が富士見市陸上大会に参加し

てきました。1 年生から 4 年生のみなさんも応援集会を開いて、たくさん応援してくれました

ね。そのおかげもあって、5，6 年生は、チャレンジする心を忘れず、練習の成果をしっかり発

揮してきましたよ。陸上大会の競技を行っているときも、5，6 年生がお互いを応援する声がた

くさん聞こえました。応援の言葉を口にすると、その言葉は誰かの心を勇気づけたり、いつもよ

り頑張れたりするんですね。不思議ですが、人が口にする言葉には、そういう力があるんですよ。

プロのサッカーやバスケットなどでも、自分のチームがたくさん応援された試合はいつもより力

が出たり、苦しいところでも頑張れたりするんですね。みんなも、運動会の練習でも、本番でも

たくさん応援しあってくださいね。校長先生は応援の言葉を口にすると、それを聞いていた人は

勇気をもらったり、がんばれたりするというお話をしましたが、反対のこともあるんです。どう

いうことかいうと、人をいやな気持にする言葉や傷つける言葉を誰かが口にしたら、それを言わ

れた人はもちろんの事、それを聞いていたまわりの人もとてもいやな気持ちになります。中には

その言葉を聞くと、怖くてやる気をなくしてしまったり、自分の意見を発表できなくなったりし

てしまう人もいるかもしれませんね。今日、校長先生がこの話をなぜするのかというと、最近、

少し人をいやな気持にする言葉が聞こえてくることがあるからです。皆さんが口に出した言葉

は、いい言葉でもよくない言葉でも周りの人に影響を与えるんです。あなたが口にした言葉は、

誰かを大切に思う言葉ですか、誰かをいやな気持にさせる言葉ですか？言葉を大切にすることは

お互いの人権を守る事にもつながります。人権を大切にするということは、「自分とまわりの人

を大切に思うこと」がスタートでしたね。運動会に向けて、みんなで応援しあって、いやな言葉

をなくして、運動会を大成功させましょうね。  

 富士見市陸上大会 5・6 年生が 10 月 1 日に参加してきました。練習時間はあまり多くとれなか

ったのですが、日頃の体育活動や外遊びで培った勝瀬小の三つの心を発揮して、素晴らしい成果を

上げてくれました。私が何よりうれしかったのは、互いを応援する「豊かな心」も素晴らしかった

ことです。たくさんの素晴らしい記録の中から、市内第１位を獲得した人の結果をお知らせいたし

ます。  
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校旗のもとに 

一致団結し、全力で心を燃やせ !！       校長 藤井文則 

 

学校教育目標  
仲よく 
本気で 

最後までがんばる子 

勝瀬小学校  三つの心「チャレンジする心  がまんする心  豊かな心」  



ボランティアもがんばっています！   

地域から支えられるだけではなく、地域に貢献できる児童を育てる…7 月 5 日の小中合同緑の羽

根募金に参加し、はじめの一歩を踏み出したボランティア活動ですが、その 1 歩が少しずつ、少し

ずつ広がってきています。  

勝瀬小中学校合同能登災害義援金ボランティア  9 月 28 日  

6 年  

5 年  

※112,098 円もの募金が集まりました！  

 勝瀬小学校区体育祭  10 月 5 日  

  6 年   

  5 年   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月の行事予定 

１ 金 
体育活動、１～５年短５、前日準備

（６年６校時）、彩の国教育の日 

２ 土 運動会 

３ 日 文化の日 

４ 月 振替休日（11/3 分） 

５ 火  振替休業日（11/2 分） 

６ 水 運動会予備日①、イングリッシュデー、ニコニコタイム 

７ 木 運動会予備日②、サンサンタイム、集金日、委員会  

８ 金 
体育活動、市内音楽会（４年）、町た

んけん（２年） 

11 月 １年短４ 

12 火 短４、お話朝会、なかよしタイム、個人面談① 

13 水 
短４、イングリッシュデー、ニコニコ

タイム、個人面談② 

14 木 県民の日（閉庁日） 

15 金 短４、体育活動、個人面談③ 

18 月 １年短４、読書タイム 

19 火 
短４、児童朝会、勝瀬中校区特別支援

学級交流会、個人面談④ 

20 水 
イングリッシュデー、ニコニコタイム  

車いすハンドボール体験（４年） 

21 木 短４、ふれあいデー、サンサンタイム、個人面談⑤ 

22 金 短４、開校記念日、体育活動、個人面談⑥ 

25 月 １年短４、読書タイム 

26 火 音楽朝会、なかよしタイム、地域学校保健員会 

27 水 
イングリッシュデー、ニコニコタイム、 

歯磨き教室（１年、４年、にじ） 

28 木 サンサンタイム、校外学習（４年）、委員会 

29 金 体育活動、校外学習（１・２年） 

30 土 短４、勝瀬っ子まつり、学校運営支援者協議会 

12 月の行事 

２ 月 振替休業日（11/30 分） 

３ 火 にじ短５、かつせタイム、授業参観・懇

談会（にじ） 

４ 水 ４・６年短５、ニコニコタイム、イングリッシュデー、

校外学習（３年）、授業参観・懇談会（４・６年）  

５ 木 ５年短５、サンサンタイム、授業参

観懇談会（１・５年） 

６ 金 ３年短５、体育活動、授業参観・懇談会（２・３年）  

７ 土 フェスタ勝中 

８ 日 水子貝塚駅伝 

９ 月 １年短４、読書タイム 

10 火 児童朝会、ドッジボール大会 

11 水 ニコニコタイム、イングリッシュデー、仙台

フィル公演 

12 木 サンサンタイム、クラブ、集金日 

13 金 体育活動 

16 月 読書タイム 

17 火 短４、かつせタイム、表彰朝会 

18 水 短４、イングリッシュデー、校外学習（５年） 

19 木 クラブ委員会なし 

20 金 短４、給食最終日、ふれあいデー 

23 月 短３ 

24 火 短３、終業式 

25 水 短３冬季休業日（～1/5） 

閉庁日 12/28（土）～1/5（日） 

＜児童の遅刻での登校についてのお願い＞ 

 

 季節の変わり目でもあり、体調を崩し、通院

後に登校をする場合が目立つようになってい

ます。他にも様々な事情で通学班で登校できな

いときがあるかもしれません。 

 その時には。お子さまを職員にお引渡しくだ

さい。児童ひとりだけで登校することにないよ

うにお願いいたします。 

＜校地内出入り時の門の開閉について＞ 

 

 安全面を考慮して、児童登校後（８：３０頃）か

ら児童下校前（１５：００頃）まで各門を閉めます。

出入りの際、門の開閉にご協力ください。 



 

＜１１月は「いじめ撲滅強調月間」です＞ 

いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人権侵害

であり、決して許されることではありません。埼玉県では、１１月を「いじめ撲滅強調月間」と

定め、いじめ問題の根絶に取り組んでいます。いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりし

たら一人で悩まず相談・通報してください。 

相談窓口等  

○彩の国 よりそうみんなの電話・メール教育相談（埼玉県立総合教育センター）  

【相談内容 いじめ、不登校、学校生活】  

 １８歳以下の子供用（無料）＃７３
な や み

００
ゼロゼロ

 又は  ０１２０－８６
ハ ロ ー

－３１９２
さ い の く に

 

 保護者用  ０４８－５５６
こ こ ろ

－０８７４
お は な し

 

 （毎日２４時間） 

 Ｅメール相談 soudan@spec.ed.jp 
 ※Ｅメール相談の受信確認及び返信は、平日９時から 17 時の時間帯に行っています。  

  受信の日時によって、土・日や祝日をはさんでからの返信となります。  

 

○いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会）  

【通報内容 いじめに関すること】           

  https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html 

    ※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、相談に対する  

       返信は行いません。  

    ※通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送信したことがわからないよう  

       に調査・対応します。  

 

○埼玉県警察少年サポートセンター  

【相談内容 非行やいじめ、犯罪被害等の少年問題に関する心理面の相談（カウンセリング

等）】  

 （月～金／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１７時１５分）  

  ０４８－８６１－１１５２「少年用・ヤングテレホンコーナー」  

  ０４８－８６５－４１５２「保護者等用」  ※面接相談は要予約  



○子どもスマイルネット（埼玉県こども安全課）  

【相談内容 いじめなどこどもに関するあらゆる相談（本人・保護者等からの相談）】  

 （毎日／祝日・年末年始を除く １０時３０分～１８時００分）  

  ０４８－８２２－７００７  

  ※いじめなどこどもの権利侵害に関する悩みは、「埼玉県子どもの権利擁

護委員会」が力になります。（面接相談（予約制））  

 

○社会福祉法人 埼玉いのちの電話 

【相談内容 どんなことでも】 

 ０４８－６４５－４３４３（３６５日２４時間）  

 ０１２０－７８３－５５６ フリーダイヤル（毎日１６時～２１時）と  

                     （毎月１０日８時～翌日８時） 

 ０５７０－７８３－５５６ ナビダイヤル（毎日１０時～２２時） 

 インタ―ネット相談 埼玉いのちの電話ホームページからアクセス 

 

○特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン  

【相談内容 どんなことでも】  

１８歳以下の子供専用（無料） 

電話 ０１２０－９９－７７７７（毎日１６時～２１時）  

 オンラインチャット https://childline.or.jp/（火～土、第１・３月曜１６時～２１時） 

 

〇こころの健康相談統一ダイヤル  

【相談内容 こころの健康の相談】  

（平日・休日ともに２４時間対応）  

 電話番号  ０５７０ー０６４－５５６（おこなおう、まもろうよ、こころ）  

＊さいたま市の方は平日９時～１７時、１８時３０分～２２時  

 

○埼玉県こころの電話（埼玉県立精神保健福祉センター）  

【相談内容 心の健康の相談】  

 （月～金／祝日・年末年始を除く ９時～１７時） 

  ０４８－７２３－１４４７ 

＊さいたま市のお住いの方は「さいたま市こころの電話」へ 

 月～金／祝日・年末年始を除く ９時～１７時 

 電話番号 ０４８－７６２－８５５４ 

 

○埼玉県 SNS 相談 こころのサポート＠埼玉 
【相談内容 こころに関する相談内容を何でも（LINE で心理カウンセラーへ相談）】 

 （毎日１９時～２３時 受付は終了３０分前まで） 

  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/suicide/sns.html 

 

○こどもの人権１１０番 （さいたま地方法務局）  

【相談内容 こどもの人権】  

 （平日８時３０分～１７時１５分） 

 （無料）０１２０－００７－１１０ 

◇こどもの人権ＳＯＳ－ｅメール  

 https://www.jinken.go.jp/kodomo 

            お問合わせ  埼玉県県民生活部青少年課 TEL048-830-2907 

 


